
湖南地域（草津市・守山市・栗東市・野洲市） 

 

事業申請予定者様 

 

湖南地域障害児・者自立支援協議会 

就労選択支援事業に向けた検討会 

就労選択支援事業 地域評価委員会 

 

就労選択支援事業に関する事業申請に必要な地域評価シートの作成と提出について 

 

 滋賀県（大津市を除く）においては、就労選択支援事業の事業申請について、「協議会や市町村等に対し、運営方

針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を指定権者（滋賀県）へ提出すること」とな

っております。湖南地域においては、湖南地域障害児・者自立支援協議会内に設置された就労選択支援事業に

向けた検討会にて就労支援選択支援事業地域評価委員会を発足し地域評価を行います。ついては事業申請を

予定される事業所は別添ファイル【地域評価シート（湖南地域提出用）】に運営方針や活動内容・実績等を記入

し、設置予定の市障がい福祉課へメールにてデータを提出いただきますようお願いいたします。 

 

１．地域評価から事業指定までの流れ 

  地域評価を受ける流れは以下の流れとなります。 

  ①県のホームページより湖南地域用の評価シートに関するデータをダウンロードする 

  ②ダウンロードしたデータに必要事項を入力 

  ③設置予定の市の障がい福祉課へメールで提出  

  ④就労選択支援事業地域評価委員会による面接 

  ⑤地域評価結果を受け取る 

  ⑥事業申請書類に作成データおよび地域評価結果シートを添付して提出 

  ⑦事業指定権者による事業指定 

（留意点）場合によっては評価委員会実施後、評価シート等の再提出を求める場合があります 

 

２．提出について 

 エクセル 【地域評価シート（湖南地域提出用）】内の 3つのシートすべてを入力ください。入力が完了したら、提

出に必要な添付資料等と一緒に事業予定の市の障がい福祉課へメールで提出ください。 

以下のスケジュールで地域評価を実施し、評価結果をメールにて回答させていただきます。 

（令和 7年度におけるスケジュール） 

  ・令和 7年 12月末までに提出された事業所様 

→令和 8年 1月 15日もしくは 16日に評価実施（予定） 

  ・令和 8年 1月 1日～3月 31日に提出された事業所様 

   →令和8年 4月中旬に評価実施（予定） 

（令和 8年度以降におけるスケジュール） 

  ・4/1～6/30 提出→7月中旬評価委員会開催→評価委員会開催後 2週間を目途に結果回答 

  ・7/1～9/30 提出→10月中旬評価委員会開催→評価委員会開催後 2週間を目途に結果回答 

  ・10/1～12/31提出→1月中旬評価委員会開催→評価委員会開催後 2週間を目途に結果回答 

  ・1/1～3/31 提出→次年度 4月中旬評価委員会開催→評価委員会開催後2週間を目途に結果回答 



湖南地域（草津市・守山市・栗東市・野洲市） 

 

 

（各市の提出先メールアドレス） 

  ・草津市→草津市障害福祉課 ✉shogaifukushi@city.kusatsu.lg.jp 

  ・守山市→守山市障害福祉課 ✉shogaifukushi@city.moriyama.lg.jp 

  ・栗東市→栗東市障がい福祉課 ✉shogai@city.ritto.lg.jp 

  ・野洲市→野洲市障がい福祉課 ✉shougaifukushi@city.yasu.lg.jp 

 

３．評価実施日の対面による聞き取りの実施について 

 事前に提出いただいた評価シートを元に評価委員会を開催し地域評価を行います。評価実施日時を事前にご

連絡させていただきますので、指定された日時に管理者および就労選択支援員の 2名でご出席ください。当日は

評価シートに基づいた聞き取りを行います（おおよそ 30分程度を想定しています）。 

 

４．評価結果について 

  評価の結果については評価実施後 2週間以内を目途にメールにて回答させていただきます。 

 

５．情報開示について 

  事業指定権者の指定を受けられた際は、事業の性質（中立性が求められる事業）を鑑み、提出いただいた地

域評価シートを情報公開させていただきます。 

 

 

 

就労選択支援事業に向けた検討会 事務局 

湖南地域働き・暮らし応援センターりらく 

077-567-1120 riraku@asucomit.or.jp 

（担当）相馬・村澤・河尻 

地域評価に関するお問い合わせ先 


